
当院からのご案内

◆当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に
届出を行っています。

□　医療DX推進のための体制整備 
当医院では、オンライン資格確認などを活用し、 患者さんに質の高い医療を提供するため
の十分な情報を取得し、 診療実施の際に活用しています。

□　歯科初診料の注1に規定する基準 
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を
受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

□　医療安全対策の取り組み 
・当院では安全性の高いよりよい医療を提供し、患者さまに安心して治療を受けていただ
くために、十分な装置・器具を有しております。  
・AEDを設置しており、医療安全に配慮しています。 
・医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。 
・歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を
実施する体制を整備しています。  
・下記の病院と連携し、緊急時の体制を整えています。  
緊急時連絡先： 公立館林厚生病院 
電話番号： 0276-72-3140

□　歯科外来診療感染対策 
当院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備
しています。

□　歯科治療時医療管理 
患者さまの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な
管理体制を取ることができます。

□　有床義歯咀嚼機能検査　□咀嚼能力検査　□咬合圧検査 
義歯（入れ歯）装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、 歯科用下顎
運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えていま
す。

□　歯科訪問診療料の注15に規定する基準 
在宅で療養している患者さまへの診療を行なっています。

□　光学印象 
患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、 デジタル印象採得装置を活用して、歯型取
りなどの調整を実施しています。



□　光学印象における歯科技工士との連携 
患者さんのCAD/CAMインレー製作の際に光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十
分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。

□　CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー 
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やイン
レー（かぶせ物、 詰め物）を用いて治療を行っています。

□　クラウン・ブリッジの維持管理 
装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

□　明細書発行体制 
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。 
なお、 必要のない場合にはお申し出ください。

□　個人情報保護法 
個人情報保護法を順守しています

□　新しい義歯（取り外しできる入れ歯）を作るときの取り扱い 
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より６ヵ月以上を経過していなければでき
ません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。

□　オンライン資格確認による医療情報の取得 
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保
険証として利用できます。 
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。
マイナ保険証の利用にご協力ください。

石山歯科医院　管理者：石山雄一


